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３Ｄ計測による仏像データ保存活用事業業務仕様書 

 

１． 適用範囲 

本仕様書は、奈良県（以下「甲」という。）が委託事業者（以下「乙」という。）に委託して実施する

３Ｄ計測による仏像データ保存活用事業業務（以下「本業務」という。）について必要な事項を示し

たものである。 

 

２．業務の目的 

県内に所在する国宝・重要文化財に指定される貴重な仏像や、塑造・乾漆造などの脆弱な素材の

仏像を対象に３Ｄデータ計測等による記録保存を行い、き損に備えるとともに、データをもとに模

造、復元模造、構造模型、ＣＧによる復元画像等の製作を行い、「なら歴史芸術文化村」における展

示や教材として広く活用する。 

 

３．履行期間 

  契約締結の日から令和２年３月２４日（火）まで。 

 

４．業務内容 

（１）計測可能な対象の選定 

※選定するにあたり、甲の意見・意向を反映すること。 

（２）３Ｄ計測の実施（１０件相当） 

・候補物件の現地確認調査を行い、作業の安全性や所有者の受け入れ体制を確認したうえで、選

定した対象物件について計測を行う。 

・作業は原則現地で行い、所在地から対象物件を移動させることはしない。 

・計測対象が所在する各市町村に対し、事前の連絡調整及び必要に応じた対応を行うこと。 

・デジタルカメラで計測作業前の現状を撮影し、保存状態を確認する。 

・必要に応じＸ線撮影・蛍光Ｘ線撮影を行う。 

（３）計測データを解析し、図化を行う。 

（４）計測を行った物件の中から以下のものを製作する。 

   ・現状模造（通常拝観しにくい仏像）、復元模造（当初の姿から大きく変化している仏像）、構

造模型（木寄せの構造等がわかりやすい仏像）のうち、いずれか２点以上 

   ・ＣＧ（彩色等の復元がある程度可能な仏像）を活用した５分程度の動画を１点以上 

 

５．業務の進捗管理 

（１）乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、本業務を総括する責任者及び適正な人員を配置

し、甲との連絡・調整を密にしつつ、効率的に業務を進めること。 

（２）適切な実施体制とスケジュールにより業務を実施することとし、業務の実施に当たっては、進

捗状況および今後の進め方等を甲に逐次報告するほか、必要に応じて甲と打ち合わせを行うこと。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、その都度甲の指示を受けて処理すること。 

（４）乙は、甲から業務の進捗状況を把握するために資料等を要求された場合は、速やかに提出する
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こと。また、甲からの要請に応じて、別途開催される会議がある場合には、必要な資料を提供す

るとともに、必要に応じて会議に出席すること。 

 

６．業務の取りまとめ及び記録関係の納品期限 

本業務で作成した資料等は、甲の検査を受けた後、成果品として次の期限までに「業務完了報告

書（任意様式）」に添付して納品を行うこと。 

（１）成果品 

ア 現状写真       各１部 （データも納品すること。） 

イ 図面（陰影図）    各１部 

ウ 写真テクスチャ付３Ｄデータフォーマット（DXF・OBJ・STL・FBX）  

エ 制作したテクスチュア付き３Ｄデータを任意の角度で表示できるアプリケーション 

オ 現状模造（通常拝観しにくい仏像）、復元模造（当初の姿から大きく変化している仏像）、構

造模型（木寄せの構造等がわかりやすい仏像）のうち、いずれか２点以上 

カ ＣＧ（彩色等の復元がある程度可能な仏像）を活用した５分程度のＰＲ動画を１点以上 

（２）納品期限 

令和２年３月２４日（火） 

（３）納入場所 

  奈良県地域振興部文化財保存課 

 

７．著作権の帰属 

    この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

（１）成果品の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、甲に無償で譲渡す

るものとする。 

（２）甲は、著作権法第 20条第 2項第 3号又は第 4号に該当しない場合においても、本業務目的の範

囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 

（３）納入される成果品について、第三者が権利を有する著作権が含まれる場合には、乙は、当該既

存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。 

（４）乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使することができない

ものとする。 

 

８．契約に関する条件等 

本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の業務を含む。 

 

９．貸与資料 

甲が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば乙に貸与するものとする。乙は甲の指

示に従い、借用書を甲に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は、速やかに借

用した資料を甲に返却しなければならない。 

 

10．秘密の遵守等 
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    乙は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、甲の許可なく他に公表及び貸与してはならない。

また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。甲より貸与された資料及び成果品につ

いては、乙は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。 

 

11．撮影許可及び掲載許可申請手続き 

    本業務の遂行にあたり、撮影許可及び掲載許可などの許可申請手続の必要が生じた場合は、原則

乙において対応するものとする。 

 

12．公契約条例に関する遵守事項 

  本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 

（１）奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を

適正に履行すること。 

（２）本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規

定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減

して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11条に規定する賃金をいう。以下同じ。）

の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を

除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用される者を

含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行う

こと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 

（３）本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用す

る労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守する

よう指導すること。 

 

13．その他 

（１）個人情報および関係者から提供を受けた資料・情報等については、管理・保管を十分に行うと

ともに、情報の外部漏洩に細心の注意を払うこと。 

（２）本業務の実施にあたり、関係する機関と協議を十分に行うこと。 

（３）本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、定めるものとする。 

 

 
以上 


